
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和４年２月１８日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 三津保育所給食配送業務 

（２）物品・委託役務管理番号 13030086 

（３）物品委託役務内容 風早保育所において調理した給食及び食器等を受注者が手配し運行する車両によ
り安芸津支所に配送し、給食終了後に回収を行うもの。 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和５年３月２７日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 風早保育所及び安芸津支所 

（６）予定価格 落札後公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

運搬＞貨物運送 

イ 法令等による登録等 次のいずれか 

・貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第 3 条に基づく一般貨物自動
車運送事業の許可を受けていること。 

・貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第 36 条に基づく貨物軽自動
車運送事業の届出をしていること。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

東広島市内に本店または営業所を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年８月２６日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入
札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和４年２月１８日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和４年２月１８日～ 

令和４年３月１１日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和４年２月１８日～ 

令和４年２月２８日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 こども未来部 保育課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館２階） 
 電話番号 082-420-0934  ／ファックス番号 082-422-6669 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和４年３月３日～ 

令和４年３月１１日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和４年３月９日～ 

令和４年３月１０日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和４年３月１１日 

午後 2 時 50 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７
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三津保育所給食配送業務 仕様書 

 

１ 業務名 三津保育所給食配送業務 

 

２ 配送業務実施期間 

契約締結日の翌日から令和５年３月２７日まで 

 

３ 履行場所 

風早保育所及び安芸津支所 

 

４ 業務概要 

風早保育所において調理・食缶詰めされた給食及び食器を受注者が手配した配送用車

両に積み込み、安芸津支所（三津保育所仮移転場所）に搬送する。 

また、給食終了後に、安芸津支所から食缶等を回収し、風早保育所に搬送する。 

 

５ 事前準備 

受注者は、契約締結日の翌日から令和４年５月１４日までにおいて、次の事項を実施

するものとする。なお、事前準備に係る費用は受注者の負担とする。 

（１）給食の配送に必要な人員及び配送用車両の確保 

（２）履行場所及び配送経路の確認 

（３）実際に使用する配送用車両及び運搬物を用いての試験配送 

 

６ 業務実施 

（１）業務日 

ア 業務日は、三津保育所の給食（昼食及びおやつ）の実施日とする。 

  令和４年６月６日（月）から令和５年３月１１日（土）まで（日曜日、祝日及び

１２月２９日から翌１月３日までの期間を除く）を予定している。 

イ 行事等により、給食の提供を行わない日が生じる場合は、１４日前までに発注者

が受注者に通知するものとする。 

ウ 給食実施日当日の天候等により、急きょ、三津保育所が臨時休所となる場合等は、

可能な限り早く発注者が受注者に連絡する。 
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（２）配送時間及び作業内容 

時間 内容（昼食）  時間 内容（おやつ） 

10：40 風早保育所到着  14：25 風早保育所到着 

 食缶引渡し   食缶引渡し 

10：45 風早保育所出発  14：30 風早保育所出発 

11：00 安芸津支所到着  14：45 安芸津支所到着 

 食缶引渡し   食缶引渡し 

     

12：30 安芸津支所到着  15：40 安芸津支所到着 

 食缶引渡し   食缶引渡し 

12：35 安芸津支所出発  15：45 安芸津支所出発 

12：50 風早保育所到着  16：00 風早保育所到着 

 食缶引渡し   食缶引渡し 

  ※ 保育所の運営や調理の進行状況等により、保育所職員から、若干の時間調整や作

業の一時停止等に係る指示があった場合は、その指示に従うこと。 

  ※ 到着予定時刻に遅れる事由が発生した場合等は、速やかに到着先の保育所に連絡

し、臨時の指示を受けること。 

（３）配送物 

ア 昼食 

  14ℓ 食缶（345mm×305mm×247mm）、10ℓ 食缶（345mm×305mm×190mm）、 

  フードコンテナー(405mm×283mm×93mm）、汁食缶（内径 240mm×深さ 240mm）、 

  ＰＰ油脂箱（573mm×386mm×130mm）×３箱 

イ おやつ 

  フードコンテナー(405mm×283mm×93mm）、汁食缶（内径 240mm×深さ 240mm）、 

  ＰＰ油脂箱（573mm×386mm×130mm）×３箱 

（４）その他 

食缶の引渡し時に、保育所間の連絡用書類等の配送依頼があった場合等、本業務に

附帯する依頼については対応すること。 
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７ 業務管理 

（１）履行管理 

ア 受注者は、業務従事者の中から業務責任者を１名選任し、発注者に通知するとと

もに、業務の円滑な実施について、発注者との連絡調整や業務従事者に対する指導

監督を行わせること。なお、業務責任者に事故があるときに備え、又は欠けたとき

にその職務を代行する副責任者を１名選任し、事前に発注者に通知しておくこと。 

イ 非常時に備え、業務実施責任者を筆頭とする携帯電話等の即時対応が可能な方法

による連絡体制を整え、発注者に届け出ておくこと。 

ウ 業務従事者の病欠、欠勤等による業務遅延が発生しないよう、予め代替業務従事

者を確保しておくこと。 

エ 受注者は、運行記録簿（様式は自由だが、月単位とする）を作成すること。運行

記録簿には、業務日において、車両が受注者の営業所等を発着した時刻、安芸津支

所及び風早保育所の発着時刻、及び、配送中の異常の有無等を記載すること。 

オ 業務従事者は運行記録簿を携行し、食缶等の引渡し時に、保育所職員による確認

を受けること。 

（２）業務従事者の衛生管理 

ア 受注者は、毎日の業務開始前、その日に業務に就く業務従事者（代替業務従事者

を含む。以下同じ。）全員に対して健康チェック（アルコール探知機によるアルコー

ルチェックを含む。）を行うこと。 

イ 受注者は、業務従事者に衛生管理に関する教育を継続的に行い、常に食品の衛生

的な取り扱いができるよう指導すること。 

ウ 受注者は、業務従事者が健康診断や感染症に係る検査等により異常値や陽性反応

が見受けられる場合、又は、現に下痢、発熱、腹痛、嘔吐、皮膚病等の感染性疾患

に罹患等している若しくはその疑いがあることにより、食品衛生上、本業務に支障

を来すおそれがあると認められる場合は、本業務に従事させないこと。 

エ 業務従事者は、食品の運搬に適した清潔な服装（毎日洗浄）を着用すること。 

オ 業務従事者は、食缶等に直接触れるときは手袋（使い捨てで清潔なもの）を着用

し、アルコール等により消毒すること。 

カ 業務従事者は、業務中は、アクセサリー等は着用しないこと。また、取れ落ちる

危険のある装飾物のついた衣服も着用しないこと。 

キ 業務従事者は、履行場所において喫煙は行わないこと。 
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（３）配送用車両等の管理 

ア 配送用車両は、必要な日常点検を実施し、異常が発見された場合などは、速やか

に修理又は予備車の手配等、業務に支障が出ないよう受注者の負担と責任により対

応すること。なお、発注者が車両の整備不良等を発見した場合は、受注者の負担と

責任によりその取換又は修理を命ずることができるものとする。 

イ 配送用車両は、常に清潔に保ち、荷室内部に異物や損傷個所等がないよう常に点

検すること。 

ウ 配送用車両の荷室内部や台車において食缶等が直接触れる箇所については、毎日、

アルコール等により消毒すること。 

エ 汁物等がこぼれ、荷室が汚れた場合は、直ちに清掃を行うこと。 

（４）非常時の取扱い等 

ア 調理器具の故障その他の事由により、風早保育所において必要な給食数を確保で

きず、他保育所からの配送その他臨時的な措置が必要となった際は、契約内容の変

更について双方協議を行うものとする。 

イ 業務中に生じた受注者の責めに帰すべき事由に起因する交通事故その他の事故に

よるすべての損害（給食の損害含む）・賠償責任は受注者の負担とする。 

ウ 交通事故等が発生した際は、業務従事者は運転手としての緊急措置義務及び警察

への報告義務等を優先した後、事故報告を速やかに業務責任者を通して発注者に報

告すること。 

エ 発注者は、繰り返し指導したにも関わらず業務従事者の技能不足又は態度不良等

に対する改善が見られないときは、受注者に対して業務改善を命ずることができる。 

 

８ 受注者の費用負担 

 本業務において受注者が負担すべき費用は次のとおりとする。 

（１）車両の取得及び維持管理等に要する費用 

（２）車両の燃料費、清掃その他運行に関する費用 

（３）業務従事者の健康診断、検査等の費用 

（４）業務従事者の服装に関する費用 

（５）業務従事者の給与、福利厚生等一切の人件費 

（６）その他、本仕様書において定める連絡、報告書等の提出に係る諸経費等 
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９ 委託料の支払い 

（１）本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。 

履行区分 支払金額（円） 支払種別 

６月から２月までの各月履行分 円 部分払 

３月履行分 円 完了払 

（２）部分払の額は、契約金額を１０で除した額（当該額に１円未満の端数がある場合は、

その端数を切り捨てた額）とし、完了払の額はその残額とする。 

（３）部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければ

ならない。 

（４）履行報告には、当該履行区分の期間に係る運行記録簿を添付しなければならない。 

 

10 リスク管理区分 

  発注者と受注者の主なリスク管理区分は、次のとおりとする。 

リスクの種類 リスク内容 
負担者 

発注者 受注者 

事業の中止・延期 
発注者の指示によるもの 〇  

受注者の事業放棄・破綻  〇 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 〇  

計画変更 
発注者の指示による変更 〇  

受注者の要求による変更  〇 

運営経費 計画変更以外の要因による運営費用の増大  〇 

施設損傷 
受注者の責めに帰すべき事由による場合  〇 

上記以外 〇  

   

11 その他 

（１）発注者が必要と認めた場合には、各種資料（業務従事者の勤怠管理、運転免許の保

持又は確認状況、車両の維持管理状況等）の提出を求め、又は立入検査等を実施する

ものとする。 

（２）配送経路上における通行規制については、受注者が関係機関に対し必要な申請を行

い、通行許可を受ける等により業務に支障のないようにすること。 

（３）この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本業務の目的を達成するために発注

者が必要とする軽微な作業については、この仕様書に示されていない事項であっても、

発注者の指示により、契約金額の範囲内で行うものとする。 

（４）この仕様書に示されていない事項で、疑義が生じた場合には、双方で協議する。 

 

12 問い合わせ先（発注担当課） 

東広島市こども未来部保育課保育環境整備係 

電話  （０８２）４２０－０９３４ 

ＦＡＸ （０８２）４２２－６６６９  



 

 

安芸津支所（三津保育所仮移転場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安芸津生涯学習センター 

三津保育所 

別紙１ 配送に係る位置図及び現況写真 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

搬入口 
（奥にエレベーターあり） 

受渡し場所 
（３階エレベーターホール） 



 

 

風早保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

風早小学校 

※アクセスするための道路が
狭隘であることに注意 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両が進入できるのはここまで 

受渡し場所 
（調理室前） 


